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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でオーディオ部分とビデオ部分とを有するマル
チメディア通信セッションを実行するための方法であって、前記第２のデバイスはローカ
ルエリアネットワークを介した少なくとも１つの追加のデバイスへのアクセスを有し、前
記方法は、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向けるために、前記第１のデバイスと前記第２
のデバイスとの間の前記マルチメディア通信セッションの一部分を識別すること、前記識
別された一部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの選択された一方を備え
、前記マルチメディア通信セッションの残りの部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ
部分のうちの他方を備える、と、
　前記第２のデバイスが、前記第２のデバイスにローカルである統合アプリケーションを
使用して、前記少なくとも１つの追加のデバイスの一意の識別子を取得すること、前記統
合アプリケーションは、前記ローカルエリアネットワークを介して前記第２のデバイスに
アクセス可能な追加のデバイスに関連する情報を収集および編成するように構成される、
と、
　前記第２のデバイスが、前記統合アプリケーションを使用して、前記少なくとも１つの
追加のデバイスのデバイス能力に関連する情報をさらに取得することと、
　前記第２のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関
連する前記情報および前記一意の識別子を前記第１のデバイスに提供し、それによって、
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前記第２のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記残りの部分を向け続けな
がら、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記
識別された一部分を向けるように前記第１のデバイスを促すことと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するこ
とは、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認証することをさらに備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、請
求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報に相関される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送され、前記第１のデータは、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに転送されない、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された一部分を向けることは、前記第２のデバイスおよび前記少
なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別された一
部分を同時放送することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　第１のロケーションにおける第１の電話機が第２のロケーションにおいて複数のデバイ
スと通信することを可能にするためのシステムであって、
　前記第２のロケーションに位置する第２の電話機と、前記第１の電話機および前記第２
の電話機は、オーディオ部分とビデオ部分とを有するマルチメディア通信セッションに携
わり、
　ローカルネットワークを介して前記第２の電話機によってアクセス可能な追加のデバイ
スと、
　を備え、
　前記第２の電話機は、少なくとも１つの追加のデバイスにルーティングするために、前
記第１の電話機と前記第２の電話機との間の前記マルチメディア通信セッションの一部分
を識別することに参加することと、前記第２の電話機にローカルである統合アプリケーシ
ョンを使用して、前記少なくとも１つの追加のデバイスのデバイス能力に関連する情報お
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よび一意の識別子を取得することと、を行うように構成され、前記統合アプリケーション
は、前記ローカルエリアネットワークを介して前記第２の電話機にアクセス可能な追加の
デバイスに関連する情報を収集および編成するように構成され、前記識別された一部分は
、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの選択された一方を備え、前記マルチメデ
ィア通信セッションの残りの部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの他方
を備え、
　前記第２の電話機は、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報および前記一意の識別子を前記第１の電話機に提供し、それによって、前記
第２の電話機に前記マルチメディア通信セッションの前記残りの部分をルーティングし続
けながら、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの
前記識別された一部分をルーティングするように前記第１の電話機を促すことを行うよう
に構成される、システム。
【請求項１２】
　前記第１の電話機、前記第２の電話機、および前記少なくとも１つの追加のデバイスの
各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項
１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、請
求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報に相関される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、請求
項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送され、前記第１のデータは、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに転送されない、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１の電話機および前記第２の電話機を認証することをさらに備える、請求項１１
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記マルチメディア通信セッションの前記一部分が前記少なくとも１つの追加のデバイ
スにルーティングされることは、前記第２の電話機および前記少なくとも１つの追加のデ
バイスに前記マルチメディア通信セッションの前記一部分を同時放送することを備える、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、請求項１１
に記載のシステム。
【請求項２１】
　複数のデバイスが通信することを可能にするためのシステムであって、
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でオーディオ部分とビデオ部分とを有するマル
チメディア通信セッションを開始するための手段、前記第１および第２のデバイスの各々
は、ローカルエリアネットワークを介した少なくとも１つの追加のデバイスへのアクセス
を有する、と、
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　　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向けるために、前記第１のデバイスと前記第
２のデバイスとの間の前記マルチメディア通信セッションの一部分を識別し、前記識別さ
れた一部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの選択された一方を備え、前
記マルチメディア通信セッションの残りの部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分
のうちの他方を備え、
　　前記第２のデバイスが、前記第２の電話機にローカルである統合アプリケーションを
使用して、前記少なくとも１つの追加のデバイスのデバイス能力に関連する情報および一
意の識別子を取得し、前記統合アプリケーションは、前記ローカルエリアネットワークを
介して前記第２のデバイスにアクセス可能な追加のデバイスに関連する情報を収集および
編成するように構成され、
　　前記第２のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に
関連する前記情報および前記一意の識別子を前記第１のデバイスに提供するための手段と
、
　前記第２のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記残りの部分を向け続け
ながら、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前
記識別された一部分を向けるように前記第１のデバイスを促すための手段と、
　を備える、システム。
【請求項２２】
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの前記手段は、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認証するための手段を
さらに備える、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、請
求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、請
求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報に相関される、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、請求
項２１に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送され、前記第１のデータは、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに転送されない、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された一部分を向けることは、前記第２のデバイスおよび前記少
なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別された一
部分を同時放送するための手段を備える、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、請求項２１
に記載のシステム。
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【請求項３１】
　複数のデバイスが通信することを可能にするための、プロセッサによる実行のためのコ
ンピュータコードを記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でオーディオ部分とビデオ部分とを有するマル
チメディア通信セッションを開始するための第１のコードセグメントと、前記第１および
第２のデバイスの各々は、ローカルエリアネットワークを介した少なくとも１つの追加の
デバイスへのアクセスを有し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向けるために、前記第１のデバイスと前記第２
のデバイスとの間の前記マルチメディア通信セッションの一部分を識別するための第２の
コードセグメントと、前記識別された一部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分の
うちの選択された一方を備え、前記マルチメディア通信セッションの残りの部分は、前記
オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの他方を備え、
　ローカルエリアネットワークを介して前記第１のデバイスにアクセス可能な追加のデバ
イスに関連する情報を収集および編成するように構成された統合アプリケーションと、
　前記第１のデバイスが前記第２のデバイスから前記少なくとも１つの追加のデバイスの
一意の識別子を取得するための第４のコードセグメントと、
　前記第１のデバイスが、前記第２のデバイスから前記少なくとも１つの追加のデバイス
のデバイス能力に関連する情報を取得するための第５のコードセグメントと、
　前記第２のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記残りの部分を向け続け
ながら、前記第２のデバイスから取得された前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記
デバイス能力に関連する前記情報および前記一意の識別子に応答して、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別された一部分を向け
るための第６のコードセグメントと、
　を備える、コンピュータ可読媒体。
【請求項３２】
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの前記第１のコードセグメントは、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認
証するための第７のコードセグメントをさらに備える、請求項３１に記載のコンピュータ
可読媒体。
【請求項３３】
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、請
求項３１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項３３に記載のコンピュータ可読媒体
。
【請求項３５】
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、請
求項３３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報に相関される、請求項３５に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、請求
項３１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送され、前記第１のデータは、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに転送されない、請求項３７に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項３９】
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された一部分を向けることは、前記第２のデバイスおよび前記少
なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別された一
部分を同時放送することを備える、請求項３１に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、請求項３１
に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　デバイス間でデータを共有するための方法であって、
　通信デバイスを使用してオーディオ部分とビデオ部分とを有するマルチメディア通信セ
ッションに参加することと、
　前記通信デバイスが、ローカルネットワークを介して前記通信デバイスにアクセス可能
な追加のデバイスに関連する情報を収集および編成するために統合アプリケーションを使
用することと、
　前記通信デバイスが、前記ローカルネットワークを介して、前記通信デバイスが位置す
るロケーションに位置する少なくとも１つの追加のデバイスにアクセスすることと、
　前記通信デバイスが、前記統合アプリケーションを介して前記少なくとも１つの追加の
デバイスのデバイス能力に関連する情報を取得することと、
　前記通信デバイスから前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信
セッションの識別された一部分を、前記マルチメディア通信セッションの残りの部分を通
信することに参加し続けながら、転送すること、前記識別された一部分は、前記オーディ
オ部分と前記ビデオ部分のうちの選択された一方を備え、前記マルチメディア通信セッシ
ョンの前記残りの部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの他方を備える、
と、
　を備える、方法。
【請求項４２】
　前記通信デバイスおよび前記少なくとも１つの追加のデバイスは、ルーティング可能な
アドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、請求項４２記載の方法。
【請求項４４】
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、請
求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスの前記デバイス能力に関連
する前記情報に相関される、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、請求
項４１に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送され、前記第１のデータは、前記少なくとも１
つの追加のデバイスに転送されない、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　デバイス間でデータを共有するためのシステムであって、
　オーディオ部分とビデオ部分とを有するマルチメディア通信セッションに参加するよう
に構成された通信デバイスと、前記通信デバイスは、ローカルエリアネットワークを介し
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て前記通信デバイスにアクセス可能な追加のデバイスに関連する情報を収集および編成す
るように構成された統合アプリケーションを有し、
　少なくとも１つの追加のデバイスと、
　を備え、
　前記通信デバイスは、前記統合アプリケーションを介して前記少なくとも１つの追加の
デバイスのデバイス能力に関連する情報にアクセスし取得するように構成され、
　前記通信デバイスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信
セッションの識別された一部分を、前記マルチメディア通信セッションの残りの部分を通
信することに参加し続けながら、転送するようにさらに構成され、前記識別された一部分
は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうちの選択された一方を備え、前記マルチメ
ディア通信セッションの前記残りの部分は、前記オーディオ部分と前記ビデオ部分のうち
の他方を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]昨今、多種多様のモバイル通信デバイスおよびコンピューティングデバイスが存
在している。対話のための基礎として２つ以上のデバイスに共通のアクティビティを使用
して当該２つ以上のデバイスが対話することを可能にする方法を有することが望ましいで
あろういくつかの事例が存在している。共通のアクティビティの例は、２つのデバイス間
で生じる電話呼である。これらの通信およびコンピューティングデバイスの多くは、それ
らが共通のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス指定（adrressing）スキームを共
有する、または共有するようにさせられうるので、インターネットプロトコル（ＩＰ）を
使用して通信する能力を有する。音声（ボイス）通信のためのＩＰアドレス指定および通
信のサブセットは、ボイスオーバ―ＩＰ（ＶｏＩＰ）と称される。
【０００２】
　[0002]現在、複数のデバイスがＩＰアドレス指定を使用して通信する能力を有するけれ
ども、ＶｏＩＰ呼が特定のデバイス上で受信されるとき、呼は通常、ＶｏＩＰセッション
の持続時間の間、そのデバイスに制限される。しかしながらいくつかの事例では、１つよ
り多いデバイスへのＶｏＩＰセッションの少なくとも複数の部分を共有する方法を有する
ことが望ましいだろう。
【発明の概要】
【０００３】
　[0003]複数のデバイスが通信することを可能にする方法の実施形態は、第１のデバイス
と第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始することと、ここにおい
て第１と第２のデバイスの各々は、少なくとも１つの追加のデバイスへのアクセスを有し
、当該少なくとも１つの追加のデバイスに向ける（direct）当該マルチメディア通信セッ
ションの少なくとも一部分を識別することと、当該第１のデバイスは、当該少なくとも１
つの追加のデバイスの一意の識別子を取得し、当該少なくとも１つの追加のデバイスに当
該マルチメディア通信セッションの当該識別された少なくとも一部分を向けることと、を
備える。
【０００４】
　[0004]複数のデバイスが通信することを可能にするためのシステムの実施形態は、第１
のロケーションに位置する第１の電話機、および第２のロケーションに位置する第２の電
話機を備え、第１の電話機および第２の電話機はマルチメディア通信セッションに携わり
、第１のロケーションおよび第２のロケーションのいずれかにおける追加のデバイスは、
第１の電話機および第２の電話機のいずれかによってアクセス可能であり、マルチメディ
ア通信セッションの少なくとも一部分は、第１の電話機および第２の電話機のいずれかに
よって、第１のロケーションおよび第２のロケーションのうちの１つにおける少なくとも
１つの追加のデバイスにルーティングされる。
【０００５】
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　[0005]図面では、他の方法で示されていない限り、同じ参照番号が、様々なビュー全体
を通じて、同じ部分を指す。「１０２ａ」または「１０２ｂ」のような文字指定を有する
参照番号では、文字指定は、同じ図面に存在する２つの同じ部分または要素を区別するこ
とができる。参照番号に対する文字指定は、参照番号がすべての図面における、同じ参照
番号を有するすべての部分を包含することが意図されているとき、省略されることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステ
ムおよび方法の第１の実施形態を例示しているブロック図である。
【図２】図１のデータベースに含まれうる実例となる情報を例示しているブロック図であ
る。
【図３】複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステ
ムおよび方法が実装されうるデバイスの例を例示しているブロック図である。
【図４】複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするための方法の
動作の例を例示しているフローチャートである。
【図５】呼の一部分が追加のデバイスにルーティングされる実例となるＶｏＩＰ呼を図示
しているグラフィックの例示である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　[0011]「典型的（exemplary）」という言葉は、「例、事例、または例示としての役目
をする」を意味するように本明細書では使用される。「典型的」として本明細書で説明さ
れているあらゆる態様は、必ずしも、他の態様よりも好ましい、または有利であると解釈
されるものではない。
【０００８】
　[0012]本説明では、「アプリケーション」という用語もまた、オブジェクトコード、ス
クリプト、バイトコード、マークアップ言語ファイル、およびパッチのような実行可能な
コンテンツを有するファイルを含むことができる。加えて、本明細書で言及される「アプ
リケーション」はまた、開かれる必要がありうる文書、またはアクセスされる必要がある
他のデータファイルのような、性質上実行可能でないファイルを含むことができる。
【０００９】
　[0013]「コンテンツ」という用語もまた、オブジェクトコード、スクリプト、バイトコ
ード、マークアップ言語ファイル、およびパッチのような実行可能なコンテンツを有する
ファイルを含むことができる。加えて、本明細書で言及される「コンテンツ」はまた、開
かれる必要がありうる文書、またはアクセスされる必要がある他のデータファイルのよう
な、性質上実行可能でないファイルを含むことができる。
【００１０】
　[0014]本説明で使用されている場合、「コンポーネント」、「データベース」、「モジ
ュール」、「システム」等の用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソ
フトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれか、のコ
ンピュータ関連エンティティを指すように意図されている。例えば、コンポーネントは、
プロセッサ上で稼働しているプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行
スレッド、プログラム、および／またはコンピュータでありうるけれどもそれらであるこ
とには限定されない。例示の目的で、コンピューティングデバイス上で稼働しているアプ
リケーションと、コンピューティングデバイスの両方がコンポーネントでありうる。１つ
または複数のコンポーネントは、プロセスおよび／または実行スレッド内に存在すること
ができ、コンポーネントは、１つのコンピュータ上で局所化、および／または、２つ以上
のコンピュータ間で分散されることができる。加えて、これらのコンポーネントは、様々
なデータ構造を記憶した様々なコンピュータ可読媒体により実行することができる。コン
ポーネントは、１つまたは複数のデータパケット（信号を手段として、ローカルシステム
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中で、分散型システム中で、または他のシステムとのインターネットのようなネットワー
クをわたって、別のコンポーネントと対話する１つのコンポーネントからのデータ）を有
する信号にしたがうような、ローカルおよび／または遠隔プロセスによって通信すること
ができる。
【００１１】
　[0015]本明細書で使用されている場合、「ルーティング可能なデバイス」という用語は
、例えば、電話番号ベースのアドレス指定スキーム、ＩＰアドレス指定スキーム、ユニフ
ォームリソースロケーション（ＵＲＬ）アドレス指定スキーム、または他の一意のアドレ
ス指定スキーム等の、ユニバーサルアドレス指定スキームを使用して一意にアドレス指定
可能であるデバイスを指す。
【００１２】
　[0016]本明細書で使用されている場合、「ルーティング可能な通信デバイス」および「
ルーティング可能なコンピューティングデバイス」という用語は、例えば、電話番号ベー
スのアドレス指定スキーム、ＩＰアドレス指定スキーム、ユニフォームリソースロケーシ
ョン（ＵＲＬ）アドレス指定スキーム、または他の一意のアドレス指定スキーム等の、ユ
ニバーサルアドレス指定スキームを使用して一意にアドレス指定可能である通信デバイス
またはコンピューティングデバイスを指す。
【００１３】
　[0017]複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステ
ムおよび方法は、別のルーティング可能な通信デバイスまたはコンピューティングデバイ
スとの双方向通信に関与するあらゆるルーティング可能な通信デバイスまたはコンピュー
ティングデバイスにおいて実装されうる。
【００１４】
　[0018]複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステ
ムおよび方法は、１つまたは複数の通信ネットワークをわたって動作する通信デバイスま
たはコンピューティングデバイスにおいて実装されうる。例として、複数のデバイスがネ
ットワークにおいて通信することを可能にするためのシステムおよび方法は、「Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）」通信帯域と称されるＲＦ周波数、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ
／ｎ規格によって特定されるＲＦ周波数をわたって動作する通信デバイスまたはコンピュ
ーティングデバイスにおいて、セルラ通信周波数をわたって動作する通信デバイスにおい
て、実装されることができ、ならびに任意のタイプのネットワーク上で任意の無線周波数
において動作する通信デバイスにおいて実装されることができる。
【００１５】
　[0019]多くの異なる使用に適用可能であるけれども、ある実施形態では、複数のデバイ
スがネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステムおよび方法により、
複数のデバイス間でＶｏＩＰセッションの少なくとも複数の部分を分配または分割するこ
とが可能になる。例えば、ある人が自分の家の中に入ると、ＶｏＩＰ呼が電話機で受信さ
れる。個人が自分のデスクに着くとき、ＶｏＩＰセッションの音声部分が電話機に留まる
一方で、ＶｏＩＰセッションの任意の利用可能なビデオ出力を彼らのコンピュータもしく
はテレビ上に表示させること、または彼らのコンピュータに関連付けられたカメラにビデ
オをキャプチャさせ、他方の電話相手にそれを送ること、が望ましくありうる。このシナ
リオを例として使用すると、入ってくる（incoming）ビデオは、呼受信側のコンピュータ
上に表示され、出ていく（outgoing）ビデオは、発呼側グループ（calling party）のデ
ィスプレイに転送されるけれども、呼受信側がコンピュータから離れるように移動しても
オーディオ接続を損失しないように、オーディオ部分は電話機に留まる。
【００１６】
　[0020]図１は、複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするため
のシステムおよび方法の第１の実施形態を例示しているブロック図である。システム１０
０は、第１のロケーション１０２および第２のロケーション１３２を備える。第１のロケ
ーション１０２は、電話機１０４、タブレットコンピュータ１０８、パーソナルコンピュ
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ータ（ＰＣ）１１０、およびテレビ１１２のような、いくつかの個別にアドレス指定可能
な、かつ接続可能なデバイスを備える。第１のロケーション１０２におけるデバイスの各
々はまた、統合アプリケーション１１６のインスタンスを備える。統合アプリケーション
１１６は、第１のロケーション１０２におけるデバイスの各々が、第２のロケーション１
３２におけるデバイスと通信および相互運用することを可能にするための手段を提供する
。デバイスの各々は、敷地内ネットワーク（premises network）１１４をわたって論理的
に接続される。敷地内ネットワーク１１４は、有線ネットワーク、ワイヤレスネットワー
ク、または有線およびワイヤレスネットワークの組み合わせを備えることができる。敷地
内ネットワーク１１４の例は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ規格の１つまたは複数を
通じて通信および相互運用する能力を有するコンポーネントを使用して実装されるワイヤ
レスフィデリティ（ＷｉＦｉ（登録商標））ネットワークである。ＷｉＦｉという用語は
一般に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ規格にしたがって確立される接続を指すけれど
も、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線（ＩＲ）および他の接続のような、他のワイヤレス接続
を含むようにも企図されている。
【００１７】
　[0021]ある実施形態では、統合アプリケーション１１６のスタンドアローンのインスタ
ンスも、ネットワーク１１４に接続されて、第１のロケーション１０２に存在することが
できる。例として、統合アプリケーション１１６は、メモリ１１７に記憶され、かつネッ
トワーク１１４に位置するプロセッサ１１８によって実行されるコードを備えることがで
きる。この方法で、統合アプリケーション１１６が特定のデバイスに組み込まれていない
場合でさえ、第１のロケーション１０２におけるデバイスの各々は、統合アプリケーショ
ン１１６にアクセスすることができる。ネットワーク１１４に接続された要素同士、およ
び要素間のこの通信は、遠隔プロシージャ呼を許容するピアツーピア通信技術を使用して
生じうる。ピアツーピア通信技術の例は、ＡｌｌＪｏｙｎである。
【００１８】
　[0022]第１のロケーション１０２におけるデバイスの各々は、アドレス指定スキームを
使用して一意に識別されうる。そのようなアドレス指定スキームの例は、電話番号ベース
のアドレス指定スキーム、ＩＰアドレスベースのアドレス指定スキーム、ＵＲＬベースの
アドレス指定スキーム、または各デバイス、および各デバイス内の個別のコンポーネント
に一意の識別子を割り当てることができる別のアドレス指定スキームを含む。各デバイス
を一意に識別するためのそのようなアドレス指定スキームを使用すると、デバイスの各々
は、ＶｏＩＰ呼のような通信セッションの１つまたは複数の要素が各デバイスにルーティ
ングされうる点で、「ルーティング可能なデバイス」であると言われる。
【００１９】
　[0023]同様に、第２のロケーション１３２は、電話機１３４、タブレットコンピュータ
１３８、ＰＣ１４０、およびテレビ１４２のような、いくつかの個別にアドレス指定可能
な、かつ接続可能なデバイスを備える。これらのデバイスの各々は、敷地内ネットワーク
１４４をわたって論理的に接続される。敷地内ネットワーク１４４は、敷地内ネットワー
ク１１４に類似する。第２のロケーション１３２におけるデバイスの各々はまた、統合ア
プリケーション１４６のインスタンスを備える。統合アプリケーション１４６は、第２の
ロケーション１３２における接続されたデバイスの各々が、第１のロケーション１０２に
おけるデバイスと通信および相互運用することを可能にするための手段を提供する。
【００２０】
　[0024]第２のロケーション１３２におけるデバイスの各々は、上記で説明されたように
、アドレス指定スキームを使用して一意に識別されうる。そのようなアドレス指定スキー
ムを使用すると、デバイスの各々は、ＶｏＩＰ呼のような通信セッションの１つまたは複
数の要素が各デバイスにルーティングされうる点で、「ルーティング可能なデバイス」で
あると言われる。
【００２１】
　[0025]ある実施形態では、統合アプリケーション１４６のスタンドアローンのインスタ



(11) JP 6250784 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

ンスも、ネットワーク１４４に接続されて、第２のロケーション１３２に存在することが
できる。例として、統合アプリケーション１４６は、メモリ１４７に記憶され、かつネッ
トワーク１４４に位置するプロセッサ１４８によって実行されるコードを備えることがで
きる。この方法で、統合アプリケーション１４６が特定のデバイスに組み込まれない場合
でさえ、第２のロケーション１３２におけるデバイス各々は、統合アプリケーション１４
６にアクセスすることができる。ネットワーク１４４に接続された要素同士、および要素
間のこの通信は、遠隔プロシージャ呼を許容するピアツーピア通信技術を使用して生じう
る。ピアツーピア通信技術の例は、ＡｌｌＪｏｙｎである。
【００２２】
　[0026]第１のロケーション１０２はまた、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）および
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）のうちの１つまたは複数を通じて第２のロケーシ
ョン１３２に接続されうる。ある実施形態では、第１のロケーション１０２および第２の
ロケーション１３２は、ネットワーク１５０に接続されうる。ある実施形態では、ネット
ワーク１５０は、インターネットのようなワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）であるか
、イントラネットであるか、または任意の他のワイドエリアネットワークでありうる。
【００２３】
　[0027]第１のロケーション１０２は、１つまたは複数の接続を使用してネットワーク１
５０に接続されうる。例として、第１のロケーション１０２は、概して３Ｇ接続１５２と
本明細書において称されるけれどもあらゆるおよびすべてのセルラタイプの接続を含むよ
うに企図された、セルラタイプ接続をわたってネットワーク１５０に接続されることがで
き、アクセスポイント１５６を経由しＷｉＦｉ接続１５４をわたってネットワーク１５０
に接続されうる。ある実施形態では、アクセスポイント１５６は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｂ／ｇ／ｎ規格にしたがって動作するワイヤレスアクセスポイントまたはワイヤレスルー
タでありうる。ＷｉＦｉという用語は一般に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ規格にし
たがって確立される接続を指すけれども、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線（ＩＲ）および他
の接続のような、他のワイヤレス接続を含むようにも企図されている。アクセスポイント
１５６は、接続１５８を通じてネットワーク１５０に接続されうる。接続１５８は、当技
術分野で知られているように、地上の有線およびワイヤレス接続を含むことができる。同
様に第２のロケーション１３２は、１つまたは複数の接続を使用してネットワーク１５０
に接続されうる。例として、第２のロケーション１３２は、概して３Ｇ接続１６２と本明
細書において称されるけれどもあらゆるおよびすべてのセルラタイプの接続を含むように
企図された、セルラタイプ接続をわたってネットワークに接続されることができ、アクセ
スポイント１６６を経由しＷｉＦｉ接続１６４をわたってネットワーク１５０に接続され
うる。ある実施形態では、アクセスポイント１６６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ
規格にしたがって動作するワイヤレスアクセスポイントまたはワイヤレスルータでありう
る。アクセスポイント１６６は、接続１６８を通じてネットワーク１５０に接続されうる
。接続１６８は、当技術分野で知られているように、地上の有線およびワイヤレス接続を
含むことができる。
【００２４】
　[0028]説明の便宜上、第１のロケーション１０２における電話機１０４は、「第１の」
電話機と適宜称され、第２のロケーション１３２における電話機１３４は、「第２の」電
話機と適宜称されうる。しかしながらどちらの電話機も、第１の電話機か、または第２の
電話機のどちらかでありうる。同様に、どちらの電話機も発呼側電話機か、または着信側
電話機でありうるという理解を伴いながら、電話機のうちの１つはまた「発呼側電話機（
calling party）」と称されることになり、もう一方の電話機は、「着信側電話機（calle
d phone）」と称されることになる。さらに、第１のロケーション１０２および第２のロ
ケーション１３２と称されているけれども、ロケーション１０２および１３２のどちらも
第１のロケーションか第２のロケーションでありうる。さらにどちらかの、または両方の
電話機１０４および電話機１３４は、第１のロケーション１０２および第２のロケーショ
ン１３２以外のロケーションからロケーション１０２および１３２に移動することができ
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る。例えば電話機１０４は、ロケーションからロケーションへとユーザによって運ばれる
セルラ電話機でありうる。そのような例では、電話機１０４は、ロケーション１０２から
離れて位置するときは呼の一部であり、その後ユーザがロケーション１０２に到着したと
きに呼を継続することができる。
【００２５】
　[0029]第１のロケーション１０２および第２のロケーション１３２は、データベース１
１９へのアクセスを有する。データベース１１９は、第１のロケーション１０２および第
２のロケーション１３２に対して内部にあるか、または第１のロケーション１０２および
第２のロケーション１３２に対して外部にあることができる。データベース１１９はまた
、ネットワーク接続１２１を通じてネットワーク１５０をわたって第１のロケーション１
０２および第２のロケーション１３２のいずれにもアクセス可能でありうる。データベー
ス１１９は、第１のロケーション１０２および第２のロケーション１３２におけるデバイ
スの特徴および能力のそれぞれを個々に識別する一意のデバイスアドレスおよびデバイス
能力を含む。
【００２６】
　[0030]例えば、統合アプリケーション１１６は、ネットワーク１１４に接続されたデバ
イスに関連する一意の識別情報を編成および収集する。この情報は、例えば、各デバイス
に関する一意の識別子、および各デバイスの能力を含むことができる。ある実施形態では
、この情報は、電話機１０４に利用可能にされ、電話機１０４に関連付けられたデータベ
ース１１１の一部にされうる。そのようなデータベース１１１は、例えば、電話機１０４
の一部である、または電話機１０４によってアクセス可能であるデバイス属性およびデバ
イスのアドレス帳または他のリストでありうる。この情報はまた、データベース１１９に
記憶されることもできる。
【００２７】
　[0031]同様に、統合アプリケーション１４６は、ネットワーク１４４に接続されたデバ
イスに関連する一意の識別情報を編成および収集する。この情報は、例えば、各デバイス
に関する一意の識別子、および各デバイスの能力を含むことができる。ある実施形態では
、この情報は、電話機１３４に利用可能にされ、電話機１３４に関連付けられたデータベ
ース１４１の一部にされうる。そのようなデータベース１４１は、例えば、電話機１３４
の一部である、または電話機１０４によってアクセス可能であるデバイス属性およびデバ
イスのアドレス帳または他のリストでありうる。この情報はまた、データベース１１９に
記憶されることもできる。
【００２８】
　[0032]ある実施形態では、電話機１０４および電話機１３４は、ＶｏＩＰ呼のような、
マルチメディア通信セッション１２５に関与する。ＶｏＩＰ呼は、他のマルチメディア通
信セッションが可能であるという理解を伴いながら、例として使用される。単に例として
、電話機１０４は、電話機１３４を呼び出すことによってＶｏＩＰセッションを開始した
と仮定する。一度呼が電話機１０４と電話機１３４との間で確立されると、電話機１０４
および電話機１３４の各々は、それぞれのネットワーク１１４および１４４を通じて、そ
れらのそれぞれの第１のロケーション１０２および第２のロケーション１３２に位置する
他のデバイスに接続する。言い換えると、電話機１０４は、第１のロケーション１０２に
おける、および第２のロケーション１３２における、デバイスのすべてに気づかされる。
同様に、電話機１３４は、第１のロケーション１０２における、および第２のロケーショ
ン１３２における、デバイスのすべてに気づかされる。
【００２９】
　[0033]各ロケーション１０２、１３２におけるデバイスの各々は、ルーティング可能な
アドレスを使用して個別にアドレス指定可能であり、かつ一意に識別可能であり、第１の
ロケーション１０２および第２のロケーション１３２における任意のデバイスが認識され
ることを可能にし、ならびに第１の電話機１０４および第２の電話機１３４と通信するこ
とを可能にする。さらに、各デバイス内の要素がさらに個別にアドレス指定可能、かつル
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ーティング可能であることが可能である。単に例として、ＰＣ１１０におけるマイクロフ
ォン１１５は、一意のＩＰアドレスを有することができる。あるロケーションにおけるこ
れらの一意のルーティング可能なアドレスのすべてが、他のロケーションにおけるデバイ
スにとって可視的にされ、利用可能にされうる。
【００３０】
　[0034]このように、ＶｏＩＰ呼が電話機１０４と電話機１３４との間で確立されること
を仮定すると、ＶｏＩＰ呼は、第１の電話機１０４と第２の電話機１３４との間の通信セ
ッションを認証する方法として使用されうる。ＶｏＩＰ呼中、認証が完了した後、電話機
１０４が、電話機１３４以外の第２のロケーション１３２におけるデバイスを用いること
、および第１のロケーション１０２におけるデバイスを用いることが可能である。同様に
、電話機１３４が、電話機１０４以外の第１のロケーション１０２におけるデバイスを用
いること、および第２のロケーション１３２におけるデバイスを用いることが可能である
。そのような使用の例は、音声（ボイス）コンポーネントおよびビデオコンポーネントを
含むＶｏＩＰ呼である。電話機１０４が電話機１３４への呼を開始すると仮定する。一度
呼が確立されると、電話機１０４上の統合アプリケーション１１６のインスタンスは、電
話機１３４上の統合アプリケーション１４６のインスタンスから情報を受信する。情報は
、例えば、敷地内ネットワーク１４４に接続され、個別にアドレス指定可能かつルーティ
ング可能である第２のロケーション１３２におけるデバイスのリストを含むことができる
。同様に、電話機１３４上の統合アプリケーション１４６のインスタンスは、電話機１０
４上の統合アプリケーション１１６のインスタンスから情報を受信する。情報は、例えば
、敷地内ネットワーク１１４に接続され、個別にアドレス指定可能かつルーティング可能
である第１のロケーション１０２におけるデバイスのリストを含むことができる。このよ
うに、電話機１０４が発呼側電話機であり、電話機１３４が着信側電話機であるという例
を使用して、電話機１０４がマルチメディア通信セッションの少なくとも一部分を向ける
（direct）ように電話機１３４が望む第２のロケーション１３２におけるデバイスのＩＰ
アドレスを、電話機１３４は送ることができる。この簡略的な例を使用して、第２の電話
機１３４は、電話機１０４にＴＶ１４２のＩＰアドレスを送ることができ、それにより、
電話機１０４がＴＶ１４２にマルチメディア通信セッションのビデオ部分を向けることを
要求する。
【００３１】
　[0035]図２は、図１のデータベース１１９に含まれうる実例となる情報を例示している
ブロック図である。データベース１１９は、特定のデバイスの一意のルーティング可能な
アドレスおよび能力に関連する情報を含む識別情報表（identification table）２０２を
含むことができる。例として、表２０２は、第１のロケーション１０２および第２のロケ
ーション１３２におけるデバイスのための「ルーティング可能なアドレス」と称されるも
のを含むことができる。例えば、電話機１０４または電話機１３４は、対応する一意のＩ
Ｐアドレス１９２．１６８．ｎｎｎ．ｎｎｎに相関され、当該ＩＰアドレスを有する１０
デジット電話番号によって識別されうる。デバイスＩＤおよびＩＰアドレスに関連付けら
れたデバイスの属性もまた、データベース１１９にリストされる。別の例として、デバイ
スＩＤ「５５５．５５５．５５５．ｔｖ」は、第１のロケーション１０２におけるＴＶ１
１２に割り当てられた一意のＩＰアドレスに関連付けられ得るとともに、ＴＶ１１２は電
話機１０４の電話番号（５５５．５５５．５５５５）によって電話機１０４に関連付けら
れている。当該デバイスＩＤは、「５５５．５５５．５５５．ｔｖ」に対応するインター
ネットプロトコル（ＩＰ）アドレス１９２．１６８．ｎｎｎ．ｎｎｎにマッピングする。
表２０２はまた、対象デバイスＩＤ（the subject ID）に関連付けられたデバイスの属性
も含む。属性は、当該対象デバイスの能力（capability）を定義する。
【００３２】
　[0036]デバイスＩＤ５５５．５５５．５５５５．ｐｃは、第１のロケーション１０２に
おけるＰＣ１１０に割り当てられた一意のＩＰアドレスに関連付けられ得るとともに、Ｐ
Ｃ１１０は電話機１０４の電話番号（５５５．５５５．５５５５）によって電話機１０４
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に関連付けられている。デバイスＩＤは、「５５５．５５５．５５５．ｐｃ」に対応する
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス１９２．１６８．ｎｎｎ．ｎｎｎにマッピン
グする。この例では、デバイスのいずれも、追加のアドレス指定可能な要素を含むことが
できる。例えば、ＰＣ１１０はさらに、マイクロフォンのような、別の１つまたは複数の
要素を含むことができる。この例では、マイクロフォン１１５（図１）もまた、例えば、
デバイスＩＤ５５５．５５５．５５５５．ｐｃ．ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅを使用して、ＩＤ
表２０２において識別されうる。このように、第２のロケーション１３２における電話機
１３４は、第１のロケーション１０２におけるデバイス（ＰＣ１１０）のルーティング可
能なアドレスを使用し、そのデバイス（ＰＣ１１０）に情報を送ることができる。
【００３３】
　[0037]表２０２に含まれた情報の少なくとも複数の部分は、それぞれのデータベース１
１１および１４１における記憶のために、電話機１０４および電話機１３４の各々に送ら
れることができる。このように、電話機１０４および電話機１３４の各々は、各ロケーシ
ョン１０２および１３２における要素を一意に識別する識別子へのアクセスを有すること
ができる。電話機１０４および１３２の各々、または各ロケーション１０２および１３２
におけるデバイスのいずれも、表２０２からロケーション１０２および１３２におけるデ
バイスに関する更新された情報を取得するために、データベース１１９、１１１、および
／または１４１（図１）を周期的に問い合わせることができる。
【００３４】
　[0038]例として、電話機１０４は、電話機１０４がロケーションからロケーションへ移
動すると周期的に表２０２に更新させることができ、ならびに他のデバイスに関連付けら
れるようになりうる。同様に、電話機１３４は、電話機１３４がロケーションからロケー
ションへ移動すると周期的に表２０２に更新させることができ、他のデバイスに関連付け
られるようになりうる。電話機１０４および電話機１３４によって用いられうる技術の例
は、ユニバーサルプラグアンドプレイアプリケーション（universal plug-n-play applic
ation）、またはネットワークを通じたデバイスの発見および相互運用を可能にする別の
技術でありうる。
【００３５】
　[0039]図３は、複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするため
のシステムおよび方法が実装されうるデバイス３００の例を例示しているブロック図であ
る。デバイス３００は、第１のロケーション１０２または第２のロケーション１３２に位
置する任意のデバイスの一般的な例であるが、ある実施形態でデバイス３００は、ワイヤ
レス通信デバイス、ポータブルセルラ電話機、ＷｉＦｉ対応通信デバイス、コンピューテ
ィングデバイス、テレビ、またはあらゆる他の通信もしくはコンピューティングデバイス
であることができる。複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にする
システムおよび方法の実施形態は、上記で説明されたように、あらゆる通信デバイスまた
はコンピューティングデバイスにおいて実装されうる。図３で例示されているデバイス３
００は、セルラ電話機の概略化された例であるように意図されており、複数のデバイスが
ネットワークにおいて通信することを可能にするためのシステムおよび方法が実装されう
る多くの可能なデバイスのうちの１つを例示するように意図されている。当業者は、ポー
タブルセルラ電話機の動作を理解することになり、それにより、実装の詳細は省略される
。ある実施形態では、ワイヤレスデバイス３００は、システムバス３３２を通じて互いに
接続されるベースバンドサブシステム３１０およびＲＦサブシステム３２０を含む。シス
テムバス３３２は、上記で説明された要素を互いに結合し、それらの相互運用を可能にす
る物理および論理接続を備えることができる。ある実施形態では、ＲＦサブシステム３２
０は、ワイヤレストランシーバでありうる。詳細が明確さのために図示されていないけれ
ども、ＲＦサブシステム３２０は概して、当業者に知られているように、送信のために、
ベースバンド情報信号を準備するための変調、アップコンバージョン、および増幅回路を
有する送信モジュール３３０を含み、データを復元するために、ＲＦ信号を受信し、ＲＦ
信号をベースバンド情報にダウンコンバートするための増幅、フィルタリング、およびダ
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ウンコンバージョン回路を有する受信モジュール３４０を含み、ダイプレクサ回路、デュ
プレクサ回路、または受信信号から送信信号を分離することができるあらゆる他の回路を
含むフロントエンドモジュール（ＦＥＭ）３５０を含む。アンテナ３６０は、ＦＥＭ３５
０に接続される。
【００３６】
　[0040]ベースバンドサブシステムは概して、システムバス３１２を通じて結合された、
汎用または特殊用途マイクロプロセッサでありうるプロセッサ３０２、メモリ３１４、ア
プリケーションソフトウェア３０４、統合アプリケーション３１６のインスタンス、デー
タベース３１１、アナログ回路要素３０６、およびデジタル回路要素３０８を含む。シス
テムバス３１２は、上記で説明された要素を互いに結合し、それらの相互運用を可能にす
るための物理および論理接続を備えることができる。ある実施形態では、データベース３
１１は、図１で説明されたデータベース１１１および１４１に類似しており、ワイヤレス
デバイス３００にとって利用可能なアドレス帳の部分を形成することができる。
【００３７】
　[0041]入力／出力（Ｉ／Ｏ）要素３１５は、接続３２４を通じてベースバンドサブシス
テム３１０に接続され、メモリ要素３１８は、接続３２６を通じてベースバンドサブシス
テム３１０に結合される。Ｉ／Ｏ要素３１５は、例えば、マイクロフォン、キーパッド、
スピーカ、ポインティングデバイス、ユーザインターフェース制御要素、およびユーザが
入力コマンドを提供し、デバイス３００から出力を受信することを可能にするあらゆる他
のデバイスまたはシステムを含むことができる。
【００３８】
　[0042]メモリ３１８は、あらゆるタイプの揮発性または非揮発性メモリを含むことがで
き、ある実施形態では、フラッシュメモリを含むことができる。メモリ３１８は、デバイ
ス３００に恒久的にインストールされうるか、または取り外し可能メモリカードのような
、取り外し可能なメモリ要素でありうる。
【００３９】
　[0043]プロセッサ３０２は、デバイス３００の動作および機能を制御するために、アプ
リケーションソフトウェア３０４および統合アプリケーション３１６を実行するあらゆる
プロセッサでありうる。メモリ３１４は、揮発性または非揮発性メモリであることができ
、ある実施形態では、アプリケーションソフトウェア３０４および統合アプリケーション
３１６を保持する非揮発性メモリであることができる。
【００４０】
　[0044]アナログ回路３０６およびデジタル回路３０８は、信号処理、信号変換、および
送信されることになる情報信号に、Ｉ／Ｏ要素３１５によって提供される入力信号を変換
するロジックを含む。同様に、アナログ回路３０６およびデジタル回路３０８は、復元さ
れた情報を含む情報信号を生成するために使用される信号処理要素を含む。デジタル回路
３０８は、例えば、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはあらゆる他の処理デバイスを含むことができる。ベー
スバンドサブシステム３１０がアナログ要素およびデジタル要素の両方を含むので、それ
は、混合信号デバイス（ＭＳＤ）と称されうる。
【００４１】
　[0045]図４は、複数のデバイスがネットワークにおいて通信することを可能にするため
の方法の動作の例を例示しているフローチャートである。ブロック４０２では、ＶｏＩＰ
呼のようなマルチメディア通信セッションは、電話機１０４と電話機１３４との間で確立
される。電話機１０４と電話機１３４との間でマルチメディア通信セッションを確立する
ことは、電話機１３４に対し電話機１０４を認証すること、および電話機１０４に対し電
話機１３４を認証すること、を含むことができる。さらに、相互認証の代わりに、第３者
（a third party）は、電話機１０４および電話機１３４を独立して認証することができ
る。
【００４２】
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　[0046]ブロック４０４では、電話機１０４は、第２のロケーション１３２に位置するデ
バイスに関する情報を電話機１３４から受信する。
【００４３】
　[0047]ブロック４０６では、電話機１３４は、第１のロケーション１０２に位置するデ
バイスに関する情報を電話機１０４から受信する。
【００４４】
　[0048]ブロック４０８では、電話機１３４は、第２のロケーション１３２におけるデバ
イスのうちの１つを呼に統合する。例えば、電話機１３４は、第２のロケーション１３２
に位置するＰＣ１４０にＶｏＩＰ呼のビデオ部分を送ることができる。しかしながら一度
接続が電話機１０４と電話機１３４との間で確立されると、暗黙的な認証が第１のロケー
ション１０２および第２のロケーション１３２におけるデバイス同士で、およびデバイス
間で確立され、それにより、第１のロケーション１０２および第２のロケーション１３２
のいずれかにおけるデバイスのいずれも通信することができるようになる。
【００４５】
　[0049]別の例では、マルチメディア通信セッションが電話機１０４と電話機１３４との
間で確立された後、電話機１０４および電話機１３４のいずれかが、ロケーション１０２
またはロケーション１３２のどちらかにおける任意の追加のデバイスの一意の識別子、例
えばＩＰアドレス、を送ることができ、その反対側のデバイスに対して、追加のデバイス
にマルチメディア通信セッションの少なくとも一部分を送ることを指示する。そのような
スイッチングは、ＩＰアドレス、およびユニバーサルデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
および／または送信制御プロトコル（ＴＣＰ）ソケットを使用して生じうる。
【００４６】
　[0050]さらに、第１の電話機１０４および第２の電話機１３４のいずれかが、ロケーシ
ョン１０２またはロケーション１３２における追加のデバイスにマルチメディア通信セッ
ションの一部分を向けることは、また、デバイスおよび少なくとも１つの追加のデバイス
の両方にマルチメディア通信セッションの一部分を同時放送することを含む。
【００４７】
　[0051]特定のデバイス上に統合アプリケーション１１６、１４６のインスタンスをユー
ザがインストールするとき、データベース１１９からのデバイスクラス情報を使用して、
統合アプリケーションおよび／またはユーザは、当該デバイスクラスのトップの利用可能
な機能を識別することができ、その特定のデバイスのための当該アプリケーションのその
特定のインスタンスをラベル付けすることができ、例えばＶＯＩＰｉｄ．ｌａｂｅｌ．Ｄ
ｅｖｉｃｅＣｌａｓｓである。例えば、５５５．５５５．５５５５．ｐｃ、５５５．５５
５．５５５５．ｐｃ．ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ、５５５．５５５．５５５５．ｔｖ等である
。
【００４８】
　[0052]このラベル付けは、ユーザが、どのデバイスをＶｏＩＰセッションに追加してい
るかを識別することを可能にする。ＶｏＩＰセッションに複数のユーザデバイスを追加し
、一意にそれらを識別するアビリティがあると、多くの他の使用ケースが存在する。例え
ば、ＰＣまたはテレビに発呼側ＩＤ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）写真等を表示し、Ｐ
Ｃ上でカンファレンス呼ダイアルインをクリックするけれどもスマートフォン上でオーデ
ィオを得、どのデバイスがいつ／何に／どのステータスに使用されるかのデバイス管理を
設定すること、例えば、仕事から入ってくるＶｏＩＰ呼はスマートフォンを鳴らすのみで
、仕事以外から入ってくるＶｏＩＰ呼はタブレットをも鳴らすことができる、といった通
信のための規則／フィルタを設定すること、より良いユーザエクスペリエンスを作るため
に、単独ではＶｏＩＰ中に送信される全コンテンツ（例えばテキスト、オーディオ、ビデ
オ）を扱うことができないだろうローカルデバイスを組み合わせて利用すること、などの
使用ケースが存在する。
【００４９】
　[0053]オールインワン「スマート」デバイスまたはアドオンデバイスが実装されること
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ができ、ここでは、全てのデバイスが組み込まれたコンピュータ（ネットワーキング、処
理、ストレージ、ＯＳ、アプリケーション等）を獲得し、その結果、すべてのデバイスが
類似の機能を有し、完全なＶｏＩＰセッションを扱うことができる。
【００５０】
　[0054]図５は、呼の一部分が追加のデバイスにルーティングされる例示のＶｏＩＰ呼を
図示しているグラフィックの例示である。データストリーム５１０は、ヘッダ５１２、音
声情報５１４、ビデオ情報５２４、およびトレーラー（trailer）５１６を含む代表的な
一般的データストリームである。ある実施形態では、データストリーム５１０は、パケッ
ト化されたデータストリームであることができ、例示しやすくするために簡略化された方
法で図示されている。
【００５１】
　[0055]この例では、データストリーム５１０は、電話機１０４と電話機１３４との間で
生じるＶｏＩＰ呼を表すことができる。デバイスＩＤ５５５．５５５．５５５５は、この
例では、電話機１３４を指す。データストリーム５１０は、音声（ボイス）情報５１４お
よびビデオ情報５２４の両方を含む。電話機１３４は、音声情報５１４およびビデオ情報
５２４の両方がデータストリーム５１０に含まれることを認識する。電話機１３４はまた
、第１のロケーション１０２における他のデバイスの利用可能性に関する情報を電話機１
０４から受信し、電話機１０４は、第２のロケーション１３２における他のデバイスの利
用可能性に関する情報を電話機１３４から受信する。電話機１０４は、第１のロケーショ
ン１０２に位置する他のデバイスと通信しており、電話機１３４は、第２のロケーション
１３２に位置する他のデバイスと通信している。
【００５２】
　[0056]この例では、電話機１３４は、別のデバイスにデータストリーム５１０の一部分
を転送することができる。この例では、データストリーム５１０がビデオ情報５２４も備
えるので、電話機１３４は音声情報５１４を保持し、テレビ１４２のような、別のデバイ
スにビデオ情報５２４を転送し得る。データストリーム５２０は、音声情報５１４が電話
機１３４に留まることを説明し、データストリーム５３０は、ビデオ情報５２４がＴＶ１
４２に転送されることを説明する。
【００５３】
　[0057]上記の開示の観点から、プログラミングの分野における当業者は難なく、例えば
、本明細書における関連付けられた説明に基づいて、開示された発明を実装するための適
切なハードウェアおよび／または回路を識別すること、または開示された発明を実装する
ためのコンピュータコードを書くことができる。したがって、プログラムコード命令の特
定のセットまたは詳細なハードウェアデバイスの開示は、どのように本発明を製造および
使用すべきかの十分な理解のために必要であると考えられない。特許請求される、コンピ
ュータによって実装されるプロセスの発明的な機能は、上記の説明において、ならびに様
々なプロセスフローを例示しうる図と関連して、より詳細に説明されている。
【００５４】
　[0058]１つまたは複数の典型的な態様では、説明された機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはこれらのあらゆる組み合わせで実装されうる。ソフトウ
ェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ
可読媒体上に記憶されうる、あるいは、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピ
ュータ可読媒体上で送信されうる。コンピュータ可読媒体は、１つの場所から別の場所へ
のコンピュータプログラムの転送を容易にするあらゆる媒体を含むコンピュータ記憶媒体
および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうるあら
ゆる利用可能な媒体であることができる。限定ではなく例として、このようなコンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光
学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気記憶デバイス、あるいは
、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使
用され、かつ、コンピュータによってアクセスされうるあらゆる他の媒体を備えることが
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できる。
【００５５】
　[0059]また、いずれの接続手段もコンピュータ可読媒体と適切に名づけられる。例えば
、ソフトウェアが、ウェブサイトから、サーバから、または、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（「ＤＳＬ」）、または赤外線や、無線や、
マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用する他の遠隔ソースから送信された場合、同軸
ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または、赤外線や、無線や、マ
イクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。
【００５６】
　[0060]本明細書で使用されている場合、ディスク（disk）およびディスク（disc）は、
コンパクトディスク（「ＣＤ」）、レーザーディスク（登録商標）、光学ディスク、デジ
タルバーサタイルディスク（「ＤＶＤ」）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブ
ルーレイディスクを含み、ディスク（disk）は大抵データを磁気的に再生する一方で、デ
ィスク（disc）はデータをレーザで光学的に再生する。上記の組み合わせはまた、コンピ
ュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００５７】
　[0061]選択された態様は、詳細に例示および説明されてきたけれども、様々な置換およ
び代替が、以下の特許請求の範囲によって定義されるように、本発明の趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、そこになされうることは理解されるだろう。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　複数のデバイスが通信することを可能にするための方法であって、
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するこ
とと、前記第１および第２のデバイスの各々は少なくとも１つの追加のデバイスへのアク
セスを有し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向ける前記マルチメディア通信セッションの少
なくとも一部分を識別することと、前記第１のデバイスは、前記少なくとも１つの追加の
デバイスの一意の識別子を取得し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別
された少なくとも一部分を向けることと、
　を備える、方法。
　［Ｃ２］
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するこ
とは、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認証することをさらに備える、Ｃ
１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ
１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ３に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、Ｃ
３に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに関連付けられた能力に相
関される、Ｃ５に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、Ｃ１
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に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送される、Ｃ７に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記第１のデバイスは、前記第２のデバイスから前記一意の識別子を取得する、Ｃ１に
記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分は、ビデオおよびオーディ
オから選ばれる、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された少なくとも一部分を向けることは、前記第２のデバイスお
よび前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識
別された少なくとも一部分を同時放送することを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、Ｃ１に記載
の方法。
　［Ｃ１３］
　複数のデバイスが通信することを可能にするためのシステムであって、
　第１のロケーションに位置する第１の電話機および第２のロケーションに位置する第２
の電話機と、前記第１の電話機および前記第２の電話機は、マルチメディア通信セッショ
ンに携わる、
　前記第１の電話機および前記第２の電話機のいずれかによってアクセス可能な前記第１
のロケーションおよび前記第２のロケーションのいずれかにおける追加のデバイスと、
　前記第１の電話機および前記第２の電話機のいずれかによって、前記第１のロケーショ
ンおよび前記第２のロケーションのうちの１つにおける少なくとも１つの追加のデバイス
にルーティングされる前記マルチメディア通信セッションの少なくとも一部分と、
　を備える、システム。
　［Ｃ１４］
　前記第１の電話機、前記第２の電話機、および前記少なくとも１つの追加のデバイスの
各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ１３
に記載のシステム。
　［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ１４に記載のシステム。
　［Ｃ１６］
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、Ｃ
１４に記載のシステム。
　［Ｃ１７］
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに関連付けられた能力に相
関される、Ｃ１６に記載のシステム。
　［Ｃ１８］
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、Ｃ１
３に記載のシステム。
　［Ｃ１９］
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送される、Ｃ１８に記載のシステム。
　［Ｃ２０］
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　第１のデバイスおよび第２のデバイスを認証することをさらに備える、Ｃ１３に記載の
システム。
　［Ｃ２１］
　前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分は、ビデオおよびオーディ
オから選ばれる、Ｃ１３に記載のシステム。
　［Ｃ２２］
　前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分が前記少なくとも１つの追
加のデバイスにルーティングされることは、第２のデバイスおよび前記少なくとも１つの
追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分を同時放送
することを備える、Ｃ１３に記載のシステム。
　［Ｃ２３］
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、Ｃ１３に記
載のシステム。
　［Ｃ２４］
　複数のデバイスが通信することを可能にするためのシステムであって、
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの手段と、前記第１および第２のデバイスの各々は少なくとも１つの追加のデバイスへ
のアクセスを有し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向ける前記マルチメディア通信セッションの少
なくとも一部分を識別するための手段と、前記第１のデバイスは、前記少なくとも１つの
追加のデバイスの一意の識別子を取得し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別
された少なくとも一部分を向けるための手段と、
　を備える、システム。
　［Ｃ２５］
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの前記手段は、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認証するための手段を
さらに備える、Ｃ２４に記載のシステム。
　［Ｃ２６］
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ
２４に記載のシステム。
　［Ｃ２７］
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ２６に記載のシステム。
　［Ｃ２８］
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、Ｃ
２６に記載のシステム。
　［Ｃ２９］
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに関連付けられた能力に相
関される、Ｃ２８に記載のシステム。
　［Ｃ３０］
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、Ｃ２
４に記載のシステム。
　［Ｃ３１］
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送される、Ｃ３０に記載のシステム。
　［Ｃ３２］
　前記第１のデバイスは、前記第２のデバイスから前記一意の識別子を取得する、Ｃ２４
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に記載のシステム。
　［Ｃ３３］
　前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分は、ビデオおよびオーディ
オから選ばれる、Ｃ２４に記載のシステム。
　［Ｃ３４］
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された少なくとも一部分を向けることは、前記第２のデバイスお
よび前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識
別された少なくとも一部分を同時放送するための手段を備える、Ｃ２４に記載のシステム
。
　［Ｃ３５］
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、Ｃ２４に記
載のシステム。
　［Ｃ３６］
　複数のデバイスが通信することを可能にするための、プロセッサによる実行のためのコ
ンピュータコードを記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの第１のコードセグメントと、前記第１および第２のデバイスの各々は少なくとも１つ
の追加のデバイスへのアクセスを有し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに向ける前記マルチメディア通信セッションの少
なくとも一部分を識別するための第２のコードセグメントと、前記第１のデバイスは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスの一意の識別子を取得し、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識別
された少なくとも一部分を向けるための第３のコードセグメントと、
　を備える、コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ３７］
　第１のデバイスと第２のデバイスとの間でマルチメディア通信セッションを開始するた
めの前記第１のコードセグメントは、前記第１のデバイスおよび前記第２のデバイスを認
証するための第４のコードセグメントをさらに備える、Ｃ３６に記載のコンピュータ可読
媒体。
　［Ｃ３８］
　前記第１のデバイス、前記第２のデバイス、および前記少なくとも１つの追加のデバイ
スの各々は、ルーティング可能なアドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ
３６に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ３９］
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ３８に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４０］
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、Ｃ
３８に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４１］
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに関連付けられた能力に相
関される、Ｃ４０に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４２］
　前記マルチメディア通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、Ｃ３
６に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４３］
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送される、Ｃ４２に記載のコンピュータ可読媒体
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　［Ｃ４４］
　前記第１のデバイスは、前記第２のデバイスから前記一意の識別子を取得する、Ｃ３６
に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４５］
　前記マルチメディア通信セッションの前記少なくとも一部分は、ビデオおよびオーディ
オから選ばれる、Ｃ３６に記載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４６］
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通
信セッションの前記識別された少なくとも一部分を向けることは、前記第２のデバイスお
よび前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア通信セッションの前記識
別された少なくとも一部分を同時放送することを備える、Ｃ３６に記載のコンピュータ可
読媒体。
　［Ｃ４７］
　前記少なくとも１つの追加のデバイスは、電話機、テレビ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、およびパーソナルコンピューティングデバイスから選ばれる、Ｃ３６に記
載のコンピュータ可読媒体。
　［Ｃ４８］
　デバイス間でデータを共有するための方法であって、
　通信デバイスを使用してマルチメディア音声通信セッションに参加することと、
　前記通信デバイスが、前記通信デバイスが位置するロケーションに位置する少なくとも
１つの追加のデバイスにアクセスすることと、
　前記少なくとも１つの追加のデバイスに前記マルチメディア音声通信セッションの少な
くとも一部を前記通信デバイスから転送することと、
　を備える、方法。
　［Ｃ４９］
　前記通信デバイスおよび前記少なくとも１つの追加のデバイスは、ルーティング可能な
アドレスを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ４８に記載の方法。
　［Ｃ５０］
　前記少なくとも１つの追加のデバイス内に位置する要素は、ルーティング可能なアドレ
スを使用して個別にアドレス指定可能である、Ｃ４９記載の方法。
　［Ｃ５１］
　前記ルーティング可能なアドレスは、電話番号に相関されるＩＰアドレスを備える、Ｃ
４９に記載の方法。
　［Ｃ５２］
　前記ＩＰアドレスは、前記少なくとも１つの追加のデバイスに関連付けられた能力に相
関される、Ｃ５１に記載の方法。
　［Ｃ５３］
　前記マルチメディア音声通信セッションは、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼である、
Ｃ４８に記載の方法。
　［Ｃ５４］
　前記ＶｏＩＰ呼は、第１のデータおよび第２のデータを備え、前記第２のデータは、前
記少なくとも１つの追加のデバイスに転送される、Ｃ５３に記載の方法。
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